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“今できる実印の確認”
　朝晩は少し寒くなり秋の気配の訪れがいたします。気
温差が日中はありますので御用心ください。
　新型肺炎の感染が拡大して被害が続いております。そ
してそれにより皆さまの、自分の今後の生き方、財産の
分け方、お墓のことなどへの関心が高まったと伺います。
けれども中々、外出し難い昨今では、どこか無料セミナ
ーなどへも参加しにくいですよね。
　それではネットなど活用して知識を得たり専門家を探
したりすることはできますが、これで本当に大丈夫なの、
この人は本当に信頼できるの、と不安が伴ってしまうも
のです。
　そこでコロナ禍の今、おうちにいるからこそできる終
活の準備をお伝えいたします。それは実印の確認です。
　皆さまがこれまで生活してこられてハンコを使う機会
はたくさんあったでしょう。ちょっとした時に使うハン
コ、銀行に届けたハンコなど、様々なものをお持ちだと
思います。
　けれども終活の様々な手続きで、本人確認の公的証明
として使うハンコは実印と呼ばれるもの一つです。そし
てこの実印は役所で「印鑑登録」という手続きをしてい
るものです。ですので大事な時に使うハンコはこれと決
めていて、いざ終活を始めた時にそのハンコが実印でな
く、一から実印探しをすることになります。そして実印
探しは大変な時間を使いますので、今のうちに皆さまの
実印を探しておくことが今後の終活のポイントです。


